
令和８年度長崎県立桜が丘特別支援学校高等部生徒募集要項
１　応募資格
原則として、学校教育法施行令第２２条の３に示す障害の区分及び程度に該当する者で、病弱又は肢体不自由があり、保護者等と共に本県に在住し、かつ、次の各号の一に該当する者とする。
（１）特別支援学校中学部もしくは中学校を卒業した者、又は令和８年３月に卒業する見込みの者
（２）学校教育法施行規則第９５条の各号の一に該当する者 
　（３）令和７年４月以降に、本人と保護者が本校高等部の見学及び教育相談等を行っている者
２　募集定員及び修業年限
（１）募集定員　　　　　　名

（２）修業年限　　　　　３年

３　志願手続
　（１）入学志願　　１校に限るものとし、長崎県公立高等学校、又は他の県立特別支援学校との併願はできない。

（２）受付期間　　令和８年２月２日（月）から２月６日（金）まで（必着）
受付時間は、９時から１６時（最終日は１２時）までとする。

（３）提出書類　　①　入学願書［本校所定の様式］

②　調査書　［本校所定の様式］

　　　　　　　　　　③　写真票　［本校所定の様式］

　　　　　　　　　　④　診断書　［公的医療機関による診断書（出願前６か月以内）］

⑤　志願者名簿［本校所定の様式］
⑥　送り状　［本校所定の様式］

⑦　受検上の配慮申請書［本校所定の様式（必要な者のみ）］

⑧　返信用封筒（長３形封筒）１通

（受検票送付用として、学校名・住所等を明記のうえ、「受検票在中」と朱書

きし、簡易書留４６０円分の切手を貼付する）
　　　　　　　　　　※①～③、⑤～⑦については、本校生徒募集説明会後に本校ホームページからダウンロードして使用すること。

※提出書類は在籍学校(または出身学校)を通じて親展文書として提出すること。

　　　　　　　　　　※送り状には、合格者発表の際に、メールで送信する合格者受検番号一覧の送付先アドレスを必ず記入すること。

※本校に直接持参するか、簡易書留で郵送すること。
　　　　　　
（４）提出先　　長崎県立桜が丘特別支援学校

　　　　　　　　　　　所在地　〒８５９-３６１５　長崎県東彼杵郡川棚町下組郷３８６－２

ＴＥＬ　（０９５６）８２－３６３０

４　入学者選考検査
（１）日　　時　　令和８年２月１７日（火）
【受　付】　９：００　～　９：１５　　
【諸検査】　Ⅰ課程対象者　９：４０　～　１４：４０
　　　　　　Ⅱ課程対象者　９：４０　～　１１：３０

（２）場　　所　　長崎県立桜が丘特別支援学校
（３）内　　容　　Ⅰ課程対象者：国語、数学、英語の３教科の検査及び面接。
　　　　　　　　　Ⅱ課程対象者：国語、数学の２教科の検査及び面接。

	検査及び面接

	Ⅰ課程対象者
	Ⅱ課程対象者

	９：４０～１０：３０　国語

１０：４５～１１：３５　数学

１１：５０～１２：４０　英語

１３：２５～１４：４０　面接
	９：４０ ～ １０：０５　国語

１０：２０ ～ １０：４５　数学

１１：００ ～ １１：３０　面接


※中学校（中学部）において、特別支援学校（知的障害）の各教科に替えた（知的代替の）内容で

　学んできた志願者はⅡ課程対象者とし、特別支援学校（知的障害）高等部普通科用の問題を使用

して学力検査を行う。なお、日程は特別支援学校（知的障害）高等部に準じた日程で行う。
５　合格者発表
（１）日　　時　　　令和８年３月５日（木）１４：００～　

※本校ホームページで受検番号のみ発表する。
（２）通　　知　　　在籍学校（又は出身学校）長宛にメールで送信する。
※電話等の問合せには応じない。
６　二次募集について（一次募集の合格者数が定員に満たなかった場合のみ実施）
　（１）受付期間　　　令和８年３月６日（金）～３月１０日（火）正午必着

（２）提出書類　　　一次募集に準じる。
（３）提出先　　　長崎県立桜が丘特別支援学校

　　　　　　　　　　　所在地　〒859-3615　長崎県東彼杵郡川棚町下組郷３８６－２

ＴＥＬ　（０９５６）８２－３６３０

※検査日まで時間がなく受付時に受検票を渡すため、関係書類は持参すること。
（４）入学者選考検査　
【実施日時】　　令和８年３月１２日（木）　※詳細は一次募集に準じる。
【受　　付】　　８：４０　～　８：５０　

【場　　所】　　長崎県立桜が丘特別支援学校
【内　　容】　　一次募集に準じる。
	検査及び面接

	Ⅰ課程対象者
	Ⅱ課程対象者

	９：１０～１０：００　国語

１０：１５～１１：０５　数学

１１：２０～１２：１０　英語

１２：３０～１３：００　面接
	９：１０～　９：３５　国語

　９：５０～１０：１５　数学

１０：３０～１１：００　面接


（５）合格者発表　
【日　　時】　　令和８年３月１７日（火）　９：３０～
※本校ホームページで受検番号のみ発表する。
【通　　知】　　在籍学校（又は出身学校）長宛にメールで送信する。

※電話等の問合せには応じない。
７　その他

（１）受検料は徴収しない。
（２）受検票は在籍学校（又は出身学校）の校長宛に願書受付後に発送する。
（３）検査当日は、保護者または保護者に代わる者が必ず付き添うこととする。
（４）検査当日は、受検票、筆記用具、上履き、昼食（Ⅰ課程対象者）を持参すること。
（５）合格者説明会について

　　　　・日時　令和８年３月１７日（火）１３：３０～１６：３０

　　　　・場所　長崎県立桜が丘特別支援学校

　　　　・内容　教務・事務関係の説明、標準服等の採寸、個別面談

　　　　※必ず保護者または保護者に代わる方も同伴すること。

（６）在籍（又は出身）校の校長は、合格した生徒の個別の教育支援計画を令和８年３月１９日（木）までに提出する。ただし、学校教育法施行規則第９５条１号に該当する者についてはこの限りではない。
　　　※個別の教育支援計画の提出の際、担任等に来校してもらい、合格した生徒の引継ぎを行う。

